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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのロケーションサーバによって行われる位置情報要求を取り消す方法で
あって、
　該方法は、
　標的端末の位置情報に対するロケーションサービスクライアントからの要求を受信する
ことと、
　該標的端末の位置追跡を行うことと、
　アップデートによりプライバシープロフィールが非公開状態に設定されたときに、該ロ
ケーションサービスクライアントに位置情報要求取消メッセージを送信することと
　を包含する、方法。
【請求項２】
　前記受信することと、前記位置追跡を行うことと、前記送信することとの全ては、前記
標的端末のローミングをサポートするために、２つ以上のロケーションサーバによって行
われる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記メッセージは、前記位置情報要求が取り消されたことを示すパラメータを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも１つのロケーションサーバによって行われる位置情報要求を取り消す方法で
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あって、
　該方法は、
　標的端末の位置情報に対するロケーションサービスクライアントからのトリガー位置通
知要求を受信することと、
　該標的端末と協働させることによって、該標的端末の位置を計算することと、
　アップデートによりプライバシープロフィールが非公開状態に設定されたときに、該ロ
ケーションサービスクライアントにトリガー位置通知中断応答メッセージを伝送すること
と
　を包含し、
　該トリガー位置通知中断応答メッセージは、該ロケーションサービスクライアントから
の事前のトリガー位置通知中断要求メッセージなしに、該ロケーションサービスクライア
ントに伝送され、
　該トリガー位置通知中断応答メッセージは、該位置情報要求が取り消されたことを示す
パラメータを含む、方法。
【請求項５】
　前記受信することと、前記計算することと、前記伝送することとの全ては、Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌを用いて、前記ロケーションサービスクライア
ントによって行われる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記受信することと、前記計算することと、前記伝送することとの全ては、前記標的端
末のローミングをサポートするために、２つ以上のロケーションサーバによって行われる
、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　位置情報要求を取り消す方法であって、該方法はビジットサーバによって行われ、該方
法は、
　標的端末の位置情報に対するホームロケーションサーバからのトリガー位置通知要求を
受信することと、
　該標的端末と協働させることによって、該標的端末の位置を計算することと、
　アップデートによりプライバシープロフィールが非公開状態に設定されたときに、ロケ
ーションサービスクライアントにトリガー位置通知中断応答メッセージを伝送することと
　を包含し、
　該トリガー位置通知中断応答メッセージは、該ホームロケーションサーバからの事前の
トリガー位置通知中断要求メッセージなしに、該ロケーションサービスクライアントに伝
送され、
　該トリガー位置通知中断応答メッセージは、該位置情報要求が取り消されたことを示す
パラメータを含む、方法。
【請求項８】
　前記受信することと、前記計算することと、前記伝送することとの全ては、Ｒｏａｍｉ
ｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌを用いて前記ホームロケーションサーバによ
って行われる、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は位置情報要求取消方法に関し、特に位置追跡の対象となる端末のプライバシー
情報による位置情報要求取消方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、移動通信システムは、移動通信ネットワークに端末（例えば、移動局）の位置
を計算するための関連機能部を備えることにより、周期的に又は要求に応じて、前記端末
の位置を特定エンティティに伝えるロケーションサービスを提供する。
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【０００３】
　前記端末の位置を計算する方法としては、前記端末が属するセルのＩＤを伝えるセルＩ
Ｄ方式、前記端末から各隣接基地局に電波が届く時間を測定した後、三角測量を利用して
前記端末の位置を計算する方法、及びＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）を利用する方法などがある。
【０００４】
　従来のロケーションサービスにおいては、特定ロケーションサービスクライアント（Ｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｌｉｅｎｔ；以下、ＬＣＳクライアントという）が
端末の位置情報を周期的に又は直ちに要求すると、ロケーションサーバは、前記端末の位
置追跡を行って位置値（位置情報）を算出した後、前記ＬＣＳクライアントに送信する。
ここで、前記位置情報を要求したＬＣＳクライアントは前記位置情報要求を取り消すこと
もできる。
【０００５】
　しかし、前記ロケーションサーバが前記ＬＣＳクライアントから要求された端末の位置
追跡を行えない場合、前記ロケーションサーバは、前記ＬＣＳクライアントに前記端末の
位置情報を送信することができないだけでなく、前記要求を取り消すこともできない。ま
た、前記ＬＣＳクライアントは、要求した前記端末の位置追跡を前記ロケーションサーバ
が行えないことが分からないため、前記ロケーションサーバから位置情報が提供されない
場合、継続して前記端末の位置情報を要求することもある。
【０００６】
　前述のように、従来のロケーションサービスは、特定端末に関する位置情報を要求した
ＬＣＳクライアントは前記要求を取り消すことができるが、前記ロケーションサーバが前
記ＬＣＳクライアントによる位置追跡の要求を取り消す方法については定義していないと
いう問題があった。
【０００７】
　従って、ロケーションサーバがＬＣＳクライアントから要求された端末の位置追跡を行
えない場合、前記ＬＣＳクライアントは前記ロケーションサーバに継続して前記端末に関
する位置情報を要求するため、通信ネットワークの使用が非効率的であるだけでなく、前
記ロケーションサーバの負荷が増加するという問題があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は、ロケーションサーバが独自にＬＣＳクライアントから送信された位
置情報要求を取り消すことのできる位置情報要求取消方法を提供することを目的とする。
【０００９】
　本発明の他の目的は、ＬＣＳクライアントにより位置情報が要求された端末のプライバ
シー情報のアップデートに応じて、ロケーションサーバが独自に位置情報要求を取り消す
ことのできる位置情報要求取消方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明による位置情報要求取消方法は、ロケーションサ
ーバが特定端末に関する位置情報要求を受信しても前記端末の位置情報を提供できない場
合、前記ロケーションサーバが前記位置情報要求の取消を開始するように構成される。
【００１１】
　本発明による位置情報要求取消方法は、外部クライアントがロケーションサーバに特定
端末に関する位置情報を要求する段階と、前記ロケーションサーバが前記端末のプライバ
シー情報を確認する段階と、前記ロケーションサーバが前記端末のプライバシー情報に応
じて前記位置情報要求を取り消す段階とから構成される。
【００１２】
　本発明による位置情報要求取消方法は、ロケーションサーバが特定端末に関する位置情
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報要求メッセージを受信する段階と、前記端末が前記ロケーションサーバのサービスエリ
アに属すると、前記ロケーションサーバが前記端末の位置を算出して前記端末のプライバ
シー情報を確認する段階と、前記端末のプライバシーが「非公開」状態であると、前記ロ
ケーションサーバが位置情報要求取消メッセージを送信する段階とから構成される。
【００１３】
　本発明による位置情報要求取消方法は、第１ロケーションサーバが特定端末に関する位
置情報要求メッセージを受信する段階と、前記端末が第２ロケーションサーバのサービス
エリアに属すると、前記第１ロケーションサーバが前記第２ロケーションサーバに前記端
末に関する位置情報要求メッセージを送信する段階と、前記端末のプライバシーが「非公
開」状態であると、前記第１ロケーションサーバが位置情報要求取消メッセージを送信す
る段階とから構成される。
【００１４】
　ロケーションサーバのサービスエリアに属する端末の位置情報を送信する場合、本発明
による位置情報要求取消方法は、前記ロケーションサーバが前記端末に関する位置情報を
要求するＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメ
ッセージを受信する段階と、前記ロケーションサーバが前記端末の位置を算出して前記端
末のプライバシー情報を確認する段階と、前記端末のプライバシーが「非公開」状態であ
ると、前記ロケーションサーバがＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａ
ｔｅ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又はＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉ
ａｔｅ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージを選択的に送信する段階とから構成される。
【００１５】
　ロケーションサーバのサービスエリアに属する端末の位置情報を送信する場合、本発明
による位置情報要求取消方法は、前記ロケーションサーバが前記端末に関する位置情報を
要求するＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
メッセージを受信する段階と、前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒ
ｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージに設定された条件を満たすと、前記ロケーションサ
ーバが前記端末の位置を算出して前記端末のプライバシー情報を確認する段階と、前記端
末のプライバシーが「非公開」状態であると、前記ロケーションサーバがＴｒｉｇｇｅｒ
ｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又はＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージを選択的に送信する段
階とから構成される。
【００１６】
　第１ロケーションサーバが第２ロケーションサーバのサービスエリアに属する端末の位
置情報を送信する場合、本発明による位置情報要求取消方法は、前記第１ロケーションサ
ーバが前記端末に関する位置情報を要求するＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍ
ｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを受信する段階と、前記第１ロケーションサ
ーバが前記第２ロケーションサーバに前記端末に関する位置情報要求メッセージを送信し
、前記端末の位置情報を含む位置情報通知メッセージを受信する段階と、前記第１ロケー
ションサーバが前記端末のプライバシー情報を確認する段階と、前記端末のプライバシー
が「非公開」状態であると、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ
　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又はＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔ
ｅ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージを選択的に送信する段階とから構成される。
【００１７】
　第１ロケーションサーバが第２ロケーションサーバのサービスエリアに属する端末の位
置情報を送信する場合、本発明による位置情報要求取消方法は、前記第１ロケーションサ
ーバが前記端末に関する位置情報を要求するＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを受信する段階と、前記第１ロケーション
サーバが前記第２ロケーションサーバに前記端末に関する位置情報要求メッセージを送信
し、前記端末の位置情報を含む位置情報通知メッセージを受信する段階と、前記第１ロケ
ーションサーバが前記端末のプライバシー情報を確認する段階と、前記端末のプライバシ
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ーが「非公開」状態であると、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメ
ッセージ又はＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　
Ａｎｓｗｅｒメッセージを選択的に送信する段階とから構成される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明による位置情報要求取消方法は、ロケーションサーバがＬＣＳクライアントから
要求された端末の位置情報を送信できない場合、前記ロケーションサーバが独自に前記位
置情報要求を取り消すことができるという効果がある。
【００１９】
　また、本発明による位置情報要求取消方法は、前記ＬＣＳクライアントから要求された
端末のプライバシー情報のアップデートにより、前記ロケーションサーバが前記端末の位
置情報を送信できない場合、前記ロケーションサーバが前記ＬＣＳクライアントに位置情
報要求取消メッセージを送信することにより、位置追跡に対するプライバシーをリアルタ
イムに反映することができるという効果がある。さらに、前記ロケーションサーバが前記
ＬＣＳクライアントから要求された端末の位置情報を送信できない場合、前記ＬＣＳクラ
イアントの要求を取り消すことにより、前記ＬＣＳクライアントが再び位置情報の要求を
発生させることを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、添付図面を参照して本発明による位置情報要求取消方法の好ましい実施形態につ
いて説明する。
【００２１】
　本発明は、ＬＣＳクライアントから特定端末（例えば、移動局、ハンドセット、無線通
信装置など）に関する位置情報要求を受信したロケーションサーバが前記端末の位置追跡
を行えない場合、前記ロケーションサーバが位置情報要求取消メッセージを前記ＬＣＳク
ライアントに送信する位置情報要求取消方法に関するものである。ここで、前記ロケーシ
ョンサーバが前記ＬＣＳクライアントに送信する位置情報要求取消メッセージは、ＭＬＰ
（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）に定義されたＴｒｉｇｇｅｒｅ
ｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又はＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージ、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又はＳｔａｎｄａｒｄ　
Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージである。
【００２２】
　前記ロケーションサーバは、前記ＬＣＳクライアントからＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを受信した場合、Ｓｔａｎｄａｒｄ
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージを送信し、前記ＬＣＳクライアントからＴ
ｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを受信
した場合、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又はＴｒｉ
ｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセ
ージを送信する。
【００２３】
　前記位置情報要求取消メッセージとして、前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎ
ｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージ、及びＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｐｏｒｔメッセージが使用される場合、前記メッセージ内に前記位置情報要求が取り消
される理由を示すパラメータが追加される。
【００２４】
　図１は本発明によるロケーションサービス提供システムの構成を示すブロック図である
。本発明によるロケーションサービス提供システムは、ホームロケーションサーバ１３０
が端末１５０の位置追跡を行う第１サービスエリア１００と、ビジットロケーションサー
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バ２３０が端末１５０の位置追跡を行う第２サービスエリア２００とに区分される。
【００２５】
　第１サービスエリア１００は、位置追跡の対象となる端末１５０の位置情報を要求する
ＬＣＳクライアント１１０と、ＬＣＳクライアント１１０に端末１５０の位置情報を提供
するホームロケーションサーバ１３０と、ＬＣＳクライアント１１０とホームロケーショ
ンサーバ１３０との間でプロキシの役割を果たすリクエストロケーションサーバ１２０と
、端末１５０に関するプライバシー情報が保存されたプライバシーチェックエンティティ
（Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ　Ｅｎｔｉｔｙ；ＰＣＥ）１４０とを含む。また、第２サ
ービスエリア２００は、端末１５０が第２サービスエリア２００に属する場合に端末１５
０の位置追跡を行って取得した位置情報をホームロケーションサーバ１３０に送信するビ
ジットロケーションサーバ２３０を含む。
【００２６】
　端末１５０が第１サービスエリア１００に属する場合、ホームロケーションサーバ１３
０は、ＬＣＳクライアント１１０の位置情報要求メッセージを受信すると、プライバシー
チェックエンティティ１４０に保存された端末１５０のプライバシー情報に応じて、位置
情報通知メッセージ又は位置情報要求取消メッセージをＬＣＳクライアント１１０に送信
する。ここで、前記プライバシー情報は、端末１５０の位置情報が公開状態であるか非公
開状態であるかを通知する情報であり、端末１５０又は他の連動可能な装置によりプライ
バシーチェックエンティティ１４０に保存される。
【００２７】
　一方、端末１５０が第２サービスエリア２００に属する場合、ホームロケーションサー
バ１３０は、直接端末１５０の位置を把握できないため、位置情報要求メッセージをビジ
ットロケーションサーバ２３０に送信する。ビジットロケーションサーバ２３０は、端末
１５０の位置情報が含まれている位置情報通知メッセージをホームロケーションサーバ１
３０に送信し、ホームロケーションサーバ１３０は、プライバシーチェックエンティティ
１４０から端末１５０のプライバシー情報を確認する。ホームロケーションサーバ１３０
は、前記プライバシー情報により端末１５０の位置情報が非公開状態であることが確認さ
れると、位置情報要求取消メッセージをＬＣＳクライアント１１０及びビジットロケーシ
ョンサーバ２３０に送信する。
【００２８】
　ここで、前記ＬＣＳクライアントと前記リクエストロケーションサーバとの間で伝送さ
れる位置情報要求メッセージ、位置情報通知メッセージ、及び位置情報要求取消メッセー
ジは、ＭＬＰ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）であり、前記リク
エストロケーションサーバと前記ホームロケーションサーバとの間、前記ホームロケーシ
ョンサーバと前記ビジットロケーションサーバとの間で伝送される位置情報要求メッセー
ジ、位置情報通知メッセージ、及び位置情報要求取消メッセージは、ＲＬＰ（Ｒｏａｍｉ
ｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）である。前記ＭＬＰは、外部ＬＣＳクライ
アントとロケーションサーバ間のアプリケーションプロトコルであり、前記ＲＬＰは、ロ
ケーションサーバとロケーションサーバ間のアプリケーションプロトコルである。
【００２９】
　図２は本発明によるＬＣＳクライアントとロケーションサーバ間の位置情報要求取消方
法を示し、ＬＣＳクライアントとロケーションサーバ間のメッセージの伝送にはＭＬＰを
使用する。図２に示すように、ＬＣＳクライアントは、特定端末に関する位置情報を要求
するために、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔメッセージをロケーションサーバに送信し、前記ロケーションサーバは、応答メッセ
ージとして、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ａｎｓｗｅ
ｒメッセージを送信する。その後、前記ロケーションサーバは、前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージに設定された時間
間隔で、又は予め設定された特定イベント発生時、前記端末の位置追跡を行い、これによ
り取得した位置情報が含まれているＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒ
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ｔメッセージをＬＣＳクライアントに送信する。
【００３０】
　前記ロケーションサーバが一方的に位置通知を終了することを決定すると、前記Ｔｒｉ
ｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージに通知中断情報（ｓｔｏｐ　
ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を含まなければならない。前記Ｔｒｉｇ
ｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージの取消
は、プライバシープロファイルアップデートなどの特定の理由で、前記ロケーションサー
バが独自に開始することができる。この場合、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　
Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージなしに、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージを送信す
ることができる。
【００３１】
　前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓ
ｗｅｒ（ＴＬＲＳＡ）メッセージの一部をＸＭＬで実現すると次のとおりである。
【００３２】
　＜！ＥＮＴＩＴＹ　％　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ．ｐａｒａｍ　“”＞
＜！ＥＬＥＭＥＮＴ　ｔｌｒｓａ　（（ｒｅｑ＿ｉｄ　ｃ　（ｒｅｓｕｌｔ，　ａｄｄ＿
ｉｎｆｏ？））　％ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ．ｐａｒａｍ；）＞
＜！ＡＴＴＬＩＳＴ　ｔｌｒｓａ
ｖｅｒ　ＣＤＡＴＡ　＃ＦＩＸＥＤ　“３．０．０”＞
　前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓ
ｗｅｒメッセージには、前記ロケーションサーバが行った位置追跡の結果情報が含まれ、
前記結果情報は、前記ＬＣＳクライアントの要求に対する結果、位置値、及び個別的位置
追跡の少なくとも１つを示す「Ｒｅｓｕｌｔ　Ｃｏｄｅ」により提供される。
【００３３】
　図３は本発明によるロケーションサーバ間の位置情報要求取消方法を示し、図示のメッ
セージはＲＬＰを使用して伝送される。図３に示すように、ロケーションサーバＡは、ロ
ケーションサーバＢのエリアに属する端末の位置情報を要求するために、Ｔｒｉｇｇｅｒ
ｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセ
ージをロケーションサーバＢに送信し、ロケーションサーバＢは、応答メッセージとして
、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ａｎ
ｓｗｅｒメッセージを送信する。その後、ロケーションサーバＢは、前記Ｔｒｉｇｇｅｒ
ｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセ
ージに設定された時間間隔で、又は予め設定された特定イベント発生時、前記端末の位置
追跡を行い、これにより取得した位置情報が含まれているＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍ
ｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ＲｅｐｏｒｔメッセージをロケーションサーバＡに送信する
。
【００３４】
　その後、ロケーションサーバＡがＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージをロケーションサーバ
Ｂに送信すると、ロケーションサーバＢは、位置追跡過程を中断し、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ
　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメ
ッセージをロケーションサーバＡに送信する。ここで、ロケーションサーバＢは、Ｔｒｉ
ｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔメッセージを受信していない場合も、独自に位置追跡過程を中断し、Ｔｒｉ
ｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａ
ｎｓｗｅｒメッセージをロケーションサーバＡに送信することができる。すなわち、前記
Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔメッセージの取消は、プライバシー情報のアップデートなどの理由で、どのロケ
ーションサーバによっても開始することができる。
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【００３５】
　前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　
Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒ（ＴＲＬＲＳＡ）メッセージの一部をＸＭＬで実現すると次のと
おりである。
＜！ＥＮＴＩＴＹ　％　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ．ｐａｒａｍ　“”＞
＜！ＥＬＥＭＥＮＴ　ｔｒｌｒｓａ　（（ｒｅｑ＿ｉｄ　ｃ　（ｒｅｓｕｌｔ，　ａｄｄ
＿ｉｎｆｏ？））　％ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ．ｐａｒａｍ；）＞
＜！ＡＴＴＬＩＳＴ　ｔｒｌｒｓａ
ｖｅｒ　ＣＤＡＴＡ　＃ＦＩＸＥＤ　“１．０．０”＞
　前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　
Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージに含まれる結果情報は、ＭＬＰで定義された「Ｒｅｓ
ｕｌｔ　Ｃｏｄｅ」を参照して構成される。
【００３６】
　図４は本発明によるロケーションサービス方法を示す図であり、これを参照してホーム
ロケーションサーバで行われるサービス過程を説明する。
【００３７】
　ホームロケーションサーバは、ＬＣＳクライアントから位置追跡の対象となる端末に関
する位置情報要求メッセージを受信すると（Ｓ１０）、前記端末のプライバシー情報を確
認する（Ｓ１１）。前記プライバシー情報は、前記端末の位置情報が公開状態であるか否
かを通知するものであり、前記端末又は他の連動可能な外部装置によりプライバシーチェ
ックエンティティに設定される。
【００３８】
　前記端末のプライバシー情報が公開状態に設定された場合、前記ＬＣＳクライアントは
、ＨＬＲ（Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）により前記端末が属するサ
ービスエリアを調べる（Ｓ１２）。前記端末がホームサービスエリアに存在すると、前記
ホームロケーションサーバは、前記端末の位置値を算出し（Ｓ１６）、前記端末のプライ
バシー情報を再び確認する（Ｓ１７）。アップデートにより前記端末のプライバシー情報
が非公開状態に設定されると、前記ホームロケーションサーバは、前記端末に関する位置
情報要求取消メッセージを前記ＬＣＳクライアントに送信する（Ｓ１８）。しかし、前記
端末のプライバシー情報が依然として公開状態に設定されていると、前記ホームロケーシ
ョンサーバは、前記端末に関する位置情報通知メッセージを前記ＬＣＳクライアントに送
信する（Ｓ１９）。前記位置情報通知メッセージには、前記ホームロケーションサーバが
算出した前記端末の位置値が含まれている。
【００３９】
　一方、前記端末がホームサービスエリアに存在しないと、前記ホームロケーションサー
バは、前記端末が属するエリアのロケーションサーバ（ビジットロケーションサーバ）に
位置情報要求メッセージを送信し（Ｓ１３）、前記ビジットロケーションサーバは、前記
端末の位置値を算出し（Ｓ１４）、前記端末に関する位置情報通知メッセージを前記ホー
ムロケーションサーバに送信する（Ｓ１５）。前記位置情報通知メッセージを受信したホ
ームロケーションサーバは、前記プライバシー情報がアップデートされたか否かを確認す
る（Ｓ１７）。前記プライバシー情報がアップデートされて非公開状態に設定された場合
、前記ホームロケーションサーバは、前記端末に関する位置情報要求取消メッセージを前
記ＬＣＳクライアントに送信する（Ｓ１８）。前記端末のプライバシー情報がアップデー
トされていない場合、前記ホームロケーションサーバは、前記端末に関する位置情報通知
メッセージを前記ＬＣＳクライアントに送信する（Ｓ１９）。
【００４０】
　しかし、前記段階Ｓ１１及び段階Ｓ１７において、前記ホームロケーションサーバが確
認した前記端末のプライバシー情報が非公開状態に設定されている場合、前記ホームロケ
ーションサーバは、前記端末に関する位置情報要求取消メッセージを前記ＬＣＳクライア
ントに送信する（Ｓ１８）。前記位置情報要求取消メッセージには、前記端末のプライバ
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シー情報が「非公開」状態であることを通知する情報が含まれている。
【００４１】
　このような位置情報要求取消方法は、前記ＭＬＰに定義された様々なロケーションサー
ビスのうち、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩｍｍｅｄｉａｔｅサービスとＴｒ
ｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇサービスを利用して行うことが
できる。前記Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅサービスは、Ｌ
ＣＳクライアントの位置情報要求に対する応答を直ちに要求する場合に使用されるサービ
スであり、前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇサービスは
、所定の時間間隔で又は特定イベント発生時に移動サービス加入者の位置情報を提供する
サービスである。
【００４２】
　図５は本発明の第１実施形態による位置情報要求取消方法を示し、位置追跡の対象とな
る端末がホームロケーションサーバのエリアに属する場合の位置情報要求取消方法につい
て説明する。前記第１実施形態はＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａ
ｔｅサービスを利用する。
【００４３】
　ＬＣＳクライアント１１０は、特定端末に関する位置情報を要求するために位置情報要
求メッセージを、リクエストロケーションサーバ１２０を介してホームロケーションサー
バ１３０に送信する（Ｓ２１）。Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａ
ｔｅサービスにおける前記位置情報要求メッセージは、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージである。
【００４４】
　前記Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッ
セージを受信したホームロケーションサーバ１３０は、前記メッセージに対する応答メッ
セージとしてＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ａｎｓｗｅｒ
メッセージを、リクエストロケーションサーバ１２０を介してＬＣＳクライアント１１０
に送信する（Ｓ２２）。
【００４５】
　次に、ホームロケーションサーバ１３０は、位置追跡の対象となる端末のプライバシー
情報を要求するために、Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔメッセージをプライバシーチェックエンティティ１４０に送信する（Ｓ２３）
。プライバシーチェックエンティティ１４０には、前記端末又は他の連動可能な装置によ
り、前記端末の位置情報が公開状態であるか非公開状態であるかを通知するプライバシー
情報が保存される。
【００４６】
　プライバシーチェックエンティティ１４０は、前記端末のプライバシー情報が含まれて
いるＬｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセ
ージをホームロケーションサーバ１３０に送信する（Ｓ２４）。次に、ホームロケーショ
ンサーバ１３０は、前記Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｓｐｏｎｓｅメッセージに含まれているプライバシー情報を確認して、前記端末のプライ
バシーが「公開」であると前記端末の位置値を算出する（Ｓ２５）。そして、ホームロケ
ーションサーバ１３０は、前記段階Ｓ２３及びＳ２４と同じ方式で、プライバシーチェッ
クエンティティ１４０に設定された前記端末のプライバシー情報を再び確認する（Ｓ２６
、Ｓ２７）。ここで、前記Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔメッセージ及び前記Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージは、ＰＣＰ（Ｐｒｉｖａｃｙ　Ｃｈｅｃｋ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ）を使用して伝送される。
【００４７】
　このとき、端末１５０のプライバシーが「公開」から「非公開」状態に変更されてホー
ムロケーションサーバ１３０が位置情報を送信できない場合、ホームロケーションサーバ



(10) JP 4620742 B2 2011.1.26

10

20

30

40

50

１３０は、位置情報要求取消メッセージをＬＣＳクライアント１１０に送信する（Ｓ２８
）。ここで、前記ホームロケーションサーバは、前記位置情報要求取消メッセージとして
、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ
又はＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅ
ｒメッセージを選択的に送信することができる。
【００４８】
　前記Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｐｏｒｔメッセ
ージ及び前記Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｓｔｏｐ　Ａ
ｎｓｗｅｒメッセージには、前記ホームロケーションサーバが前記位置情報要求を取り消
す理由を示す別途のパラメータが含まれる。前記ホームロケーションサーバは、前記のよ
うなパラメータを含むメッセージの代りに、前記位置情報要求が取り消されたことを通知
する専用メッセージ（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｍｅｓｓａｇｅ）を使用して、前記ＬＣＳク
ライアントの位置情報要求を取り消すことができる。
【００４９】
　図５においては、前記段階Ｓ２４で前記Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅ
ｒｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージに含まれている前記端末のプライバシーが公開
であると仮定して前記段階Ｓ２５以後の過程を説明したが、前記端末のプライバシーが非
公開状態の場合は、前記段階Ｓ２５～Ｓ２７を経ることなく段階Ｓ２８が行われる。
【００５０】
　図６は本発明の第２実施形態による位置情報要求取消方法を示し、位置追跡の対象とな
る端末がホームロケーションサーバでない他のロケーションサーバ（ビジットロケーショ
ンサーバ）のエリアに属する場合の位置情報要求取消方法について説明する。前記第２実
施形態はＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅサービスを利用する
。
【００５１】
　ＬＣＳクライアント１１０は、特定端末に関する位置情報を要求するために、Ｓｔａｎ
ｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを、リク
エストロケーションサーバ１２０を介してホームロケーションサーバ１３０に送信する（
Ｓ３１）。前記Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔメッセージを受信したホームロケーションサーバ１３０は、前記メッセージに対する
応答メッセージとしてＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ａｎ
ｓｗｅｒメッセージをＬＣＳクライアント１１０に送信する（Ｓ３２）。
【００５２】
　次に、ホームロケーションサーバ１３０は、位置追跡の対象となる端末のプライバシー
情報を要求するために、Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔメッセージをプライバシーチェックエンティティ１４０に送信し（Ｓ３３）、
前記端末のプライバシー情報が含まれているＬｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓ
ｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを受信する（Ｓ３４）。前記プライバシー情
報は、前記端末又は他の連動可能な装置によりプライバシーチェックエンティティ１４０
に設定された情報であり、前記端末の位置情報が公開状態であるか非公開状態であるかを
通知する。ここで、前記ホームロケーションサーバは、前記位置情報要求取消メッセージ
として、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｐｏｒｔメッ
セージ又はＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｓｔｏｐ　Ａｎ
ｓｗｅｒメッセージを選択的に使用することができる。
【００５３】
　前記Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッ
セージを受信したホームロケーションサーバ１３０は、前記メッセージに含まれているプ
ライバシー情報により前記端末の位置情報が公開状態であることを確認すると、前記端末
の位置を確認する。前記端末がホームサービスエリアに属しないため、ホームロケーショ
ンサーバ１３０は、前記端末の位置情報を要求するためのＳｔａｎｄａｒｄ　Ｒｏａｍｉ



(11) JP 4620742 B2 2011.1.26

10

20

30

40

50

ｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを、前記端末
が属するサービスエリアのロケーションサーバ２３０に送信する（Ｓ３５）。ビジットロ
ケーションサーバ２３０は、前記Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージに対する応答メッセージ（Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ａｎｓｗｅｒ）をホ
ームロケーションサーバ１３０に送信し、前記端末の位置値を算出する（Ｓ３７）。次に
、ビジットロケーションサーバ２３０は、前記端末の位置値をＳｔａｎｄａｒｄ　Ｒｏａ
ｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージに含めてホ
ームロケーションサーバ１３０に送信する（Ｓ３８）。
【００５４】
　前記端末の位置情報を取得したホームロケーションサーバ１３０は、前記位置情報をＬ
ＣＳクライアント１１０に送信するに先立って、プライバシーチェックエンティティ１４
０に設定された前記端末のプライバシー情報を再び確認する（Ｓ３９～Ｓ４０）。
【００５５】
　このとき、前記端末のプライバシー情報が変更されてホームロケーションサーバ１３０
が前記位置情報を送信できない場合、ホームロケーションサーバ１３０は、位置情報要求
取消メッセージをリクエストロケーションサーバ１２０を介してＬＣＳクライアント１１
０に送信する（Ｓ４１）。ここで、前記ホームロケーションサーバは、前記位置情報要求
取消メッセージとして、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒ
ｅｐｏｒｔメッセージ又はＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　
Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージを選択的に送信することができる。
【００５６】
　前記Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｐｏｒｔメッセ
ージ及び前記Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｓｔｏｐ　Ａ
ｎｓｗｅｒメッセージには、前記ホームロケーションサーバが前記位置情報要求を取り消
す理由を示す別途のパラメータが含まれる。前記ホームロケーションサーバは、前記のよ
うなパラメータを含むメッセージの代りに、前記位置情報要求が取り消されたことを通知
する専用メッセージを使用して、前記ＬＣＳクライアントの位置情報要求を取り消すこと
ができる。
【００５７】
　図７は本発明の第３実施形態による位置情報要求取消方法を示し、位置追跡の対象とな
る端末がホームロケーションサーバのエリアに属する場合の位置情報要求取消方法につい
て説明する。前記第３実施形態はＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔ
ｉｎｇサービスを利用する。
【００５８】
　ＬＣＳクライアント１１０は、特定端末に関する位置情報を要求するために、位置情報
要求メッセージをリクエストロケーションサーバ１２０を介してホームロケーションサー
バ１３０に送信する（Ｓ５１）。ここで、前記位置情報要求メッセージは、Ｔｒｉｇｇｅ
ｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージであり、前
記メッセージに設定された時間間隔で又は特定イベント発生時にホームロケーションサー
バ１３０が端末の位置追跡を行うように要求するために送信されるメッセージである。
【００５９】
　前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメ
ッセージを受信したホームロケーションサーバ１３０は、応答メッセージとしてＴｒｉｇ
ｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ＡｎｓｗｅｒメッセージをＬＣＳ
クライアント１１０に送信し（Ｓ５２）、前記端末のプライバシー情報を要求するＬｏｃ
ａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージをプライ
バシーチェックエンティティ１４０に送信する（Ｓ５３）。プライバシーチェックエンテ
ィティ１４０には、前記端末又は他の連動可能な装置により設定された前記端末のプライ
バシー情報が保存されており、前記プライバシー情報は、前記端末の位置情報が公開状態
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であるか非公開状態であるかを通知する。
【００６０】
　前記Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセ
ージを受信したプライバシーチェックエンティティ１４０は、前記端末のプライバシー情
報をＬｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセ
ージに含めてホームロケーションサーバ１３０に送信する。ここで、前記Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ及び前記Ｌｏｃａ
ｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージは、ＰＣ
Ｐを使用して伝送される。
【００６１】
　ホームロケーションサーバ１３０は、前記端末のプライバシーが「非公開」状態である
ことを確認すると、位置情報要求取消メッセージをＬＣＳクライアント１１０に送信する
。ここで、前記位置情報要求取消メッセージが、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又はＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉ
ｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージである。
【００６２】
　一方、ホームロケーションサーバ１３０は、前記端末のプライバシーが「公開」状態で
あることを確認すると、前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎ
ｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージに設定された時間間隔で、又はイベント発生時、前記端末
の位置追跡を行って位置値を算出する（Ｓ５５）。次に、ホームロケーションサーバ１３
０は、プライバシーチェックエンティティ１４０により端末１５０のプライバシー情報が
アップデートされたか否かを確認する（Ｓ５６、Ｓ５７）。
【００６３】
　前記端末のプライバシーが「公開」から「非公開」状態にアップデートされた場合、ホ
ームロケーションサーバ１３０は、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒ
ｔメッセージ又はＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏ
ｐ　ＡｎｓｗｅｒメッセージをＬＣＳクライアント１１０に送信する（Ｓ５８）。前記Ｔ
ｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ及び前記Ｔｒｉｇｇｅｒ
ｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージには
、位置情報要求が取り消される理由を示すパラメータが含まれる。前記ホームロケーショ
ンサーバは、前記のようなパラメータを含むメッセージの代りに、前記位置情報要求が取
り消されたことを通知する専用メッセージを使用して、前記ＬＣＳクライアントの位置情
報要求を取り消すことができる。
【００６４】
　一方、前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又は前記
Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒ
メッセージを送信したホームロケーションサーバ１３０は、ホームロケーションサーバ自
身に保存されていた前記端末の位置追跡の設定を取り消すことができる。
【００６５】
　図８は本発明の第４実施形態による位置情報要求取消方法を示し、位置追跡の対象とな
る端末がホームロケーションサーバでない他のロケーションサーバ（ビジットロケーショ
ンサーバ）のサービスエリアに属する場合の位置情報要求取消方法について説明する。前
記第４実施形態はＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇサービス
を利用する。
【００６６】
　ＬＣＳクライアント１１０は、特定端末に関する位置情報を要求するために、Ｔｒｉｇ
ｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージをホー
ムロケーションサーバ１３０に送信する（Ｓ６１）。前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを受信したホームロケーショ
ンサーバ１３０は、前記メッセージに対する応答メッセージとしてＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　
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Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ＡｎｓｗｅｒメッセージをＬＣＳクライアント
１１０に送信し（Ｓ６２）、Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　
Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージをプライバシーチェックエンティティ１４０に送信することに
より、位置追跡の対象となる端末のプライバシー情報を要求する（Ｓ６３）。プライバシ
ーチェックエンティティ１４０には、前記端末又は他の連動可能な装置により設定された
前記端末のプライバシー情報が予め保存されており、前記プライバシー情報は、前記端末
の位置情報が公開状態であるか非公開状態であるかを通知する。
【００６７】
　前記Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセ
ージを受信したプライバシーチェックエンティティ１４０は、前記端末のプライバシー情
報をＬｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセ
ージに含めてホームロケーションサーバ１３０に送信する（Ｓ６４）。ここで、前記Ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ及び前
記Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｖａｃｙ　Ａｓｓｅｒｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセー
ジは、ＰＣＰを使用して伝送される。
【００６８】
　ホームロケーションサーバ１３０は、前記端末のプライバシーが「公開」状態であるこ
とを確認すると、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒ
ｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを、前記端末が移動したサービスエリアのロケーシ
ョンサーバ２３０に送信し（Ｓ６５）、ビジットロケーションサーバ２３０は、応答メッ
セージとしてＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉ
ｎｇ　Ａｎｓｗｅｒメッセージを送信する（Ｓ６６）。
【００６９】
　ビジットロケーションサーバ２３０は、前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージに設定された時間間隔
で、又はイベント発生時、前記端末の位置追跡を行って位置値を算出する（Ｓ６７）。次
に、ビジットロケーションサーバ２３０は、前記端末の位置値が含まれているＴｒｉｇｇ
ｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージをホームロケー
ションサーバ１３０に送信する（Ｓ６８）。ここで、ホームロケーションサーバ１３０と
ビジットロケーションサーバ２３０間で送受信されるＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎ
ｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ、Ｔｒｉｇｇｅ
ｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ａｎｓｗｅｒメッセ
ージ、及びＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッ
セージは、ＲＬＰにより伝送される。
【００７０】
　ホームロケーションサーバ１３０は、前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージにより前記端末の位置を把握した後、プライバシ
ーチェックエンティティ１４０により前記端末のプライバシー情報がアップデートされた
か否かを確認する（Ｓ６９、Ｓ７０）。
【００７１】
　前記プライバシー情報がアップデートされてホームロケーションサーバ１３０が前記端
末の位置情報を送信できない場合、ホームロケーションサーバ１３０は、Ｔｒｉｇｇｅｒ
ｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又はＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　ＡｎｓｗｅｒメッセージをＬＣＳクライアント
１１０に送信する（Ｓ７１）。前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒ
ｔメッセージ及び前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓ
ｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージには、位置情報要求が取り消される理由を示すパラメー
タが含まれる。前記ホームロケーションサーバは、前記のようなパラメータを含むメッセ
ージの代りに、前記位置情報要求が取り消されたことを通知する専用メッセージを使用し
て、前記ＬＣＳクライアントの位置情報要求を取り消すことができる。一方、ホームロケ
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ットロケーションサーバ２３０に送信することにより、端末１５０に対する位置追跡の要
求を取り消すことができる（Ｓ７２）。すなわち、ホームロケーションサーバ１３０は、
前記位置情報要求メッセージをＬＣＳクライアント１１０に送信する前、送信と同時、又
は送信した後に、前記Ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信する
ことができる。
【００７２】
　前述のように、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇサービス
において、ロケーションサーバがＬＣＳクライアントの位置情報要求を取り消すために送
信する位置情報要求取消メッセージは、前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｐｏｒｔメッセージ又は前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉ
ｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージである。ここで、前記ロケーションサーバは、
Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔメッセージを受信していない場合も、前記Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージを前記ＬＣＳクライアントに送信
することができる。
【００７３】
　図９は本発明によるＸＭＬで実現した位置情報要求取消メッセージを示し、これに示す
ように、前記位置情報要求取消メッセージには、「ＣＡＮＣＥＬＬＡＴＩＯＮ　ＯＦ　Ｔ
ＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴ」又は「ＰＲＩＶＡＣＹ　ＰＲＯ
ＦＩＬＥ　ＣＨＡＮＧＥＤ」のパラメータが含まれる。例えば、追跡の対象となる端末の
プライバシー情報がアップデートされてロケーションサーバが位置情報を提供できない場
合、位置情報要求取消メッセージには、該当結果コード（Ｒｅｓｉｄ＝１１６）と共に該
当パラメータ「ＰＲＩＶＡＣＹ　ＰＲＯＦＩＬＥ　ＣＨＡＮＧＥＤ」が含まれる。また、
ロケーションサーバが独自に位置情報要求を取り消す場合、位置情報要求取消メッセージ
には、該当結果コード（Ｒｅｓｉｄ＝１１４）と共に前記要求されたトリガー位置通知（
ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｐｏｒｔ）が取り消されたことを意味する
パラメータ「ＣＡＮＣＥＬＬＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＴＲＩＧＧＥＲＥＤ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ
　ＲＥＱＵＥＳＴ」が含まれる。
【００７４】
　下記表は前記要求の結果又は個別の位置追跡を示す結果コードの一部を定義している。
特定要求エラー（ｒｅｑｕｅｓｔ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｅｒｒｏｒｓ）に対するエラーコ
ードの範囲は１００～１９９である。
【００７５】
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【表１】

　前記結果コード及びパラメータは、前記実施形態１及び実施形態２では、Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又はＳｔａｎｄ
ａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージに
含まれ、前記実施形態３及び実施形態４では、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　
Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又はＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓ
ｗｅｒメッセージに含まれる。
【００７６】
　本発明は位置情報要求取消方法を行うロケーションサーバを提供する。前記ロケーショ
ンサーバは、トランシーバモジュール、プライバシーチェックモジュール、及びプロセッ
サを含む。前記トランシーバモジュールは、外部クライアントから位置追跡の対象である
特定端末に関する位置情報要求を受信する。前記受信された位置情報の要求は、前記端末
のプライバシー情報がアップデートされる場合に取り消される。また、前記トランシーバ
モジュールは、前記受信された位置情報要求を取り消すための位置情報要求取消を前記外
部クライアントに送信する。ここで、前記位置情報要求取消は、前記位置情報要求が取り
消される理由を示すパラメータを含む。前記プライバシーチェックモジュールは、前記位
置情報要求を受信すると、プライバシーチェックエンティティ内に設定された端末のプラ
イバシー情報を確認する。前記プロセッサは、前記トランシーバモジュール及び前記プラ
イバシーチェックモジュールと連動して、前記確認されたプライバシー情報に応じて前記
受信された位置情報要求を取り消す。
【００７７】
　ここで、前記端末が前記ロケーションサーバのサービスエリアに属する場合、前記プロ
セッサは前記端末の位置を算出し、前記端末のプライバシー情報が公開状態でない場合、
前記トランシーバモジュールは、前記外部クライアントの位置通知中断要求なしに前記位
置情報要求取消を送信する。前記位置情報要求がＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　
Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージで、かつ前記端末のプライバシー情報が
公開状態でない場合、前記プロセッサと前記トランシーバモジュールとは連動して、Ｓｔ
ａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｓｔｏｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッ
セージなしに、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｐｏｒ
ｔメッセージ又はＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｓｔｏｐ
　Ａｎｓｗｅｒメッセージを選択的に送信する。前記位置情報要求がＴｒｉｇｇｅｒｅｄ
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージで、かつ前記Ｔｒ
ｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージの
条件を満たす場合、前記端末の位置を算出してプライバシー情報を確認し、前記端末のプ
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は連動して、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　
Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージなしに、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒ
ｔメッセージ又はＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏ
ｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージを選択的に送信する。
【００７８】
　これに対し、前記端末が他のロケーションサーバのサービスエリアに属する場合、前記
ロケーションサーバは、前記位置情報要求を前記他のロケーションサーバに送信する。前
記端末のプライバシー情報が公開状態でない場合、前記トランシーバモジュールは、前記
外部クライアントの位置通知中断要求なしに前記位置情報要求取消を送信する。前記位置
情報要求がＳｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
メッセージの場合、前記端末に関する位置情報要求メッセージは前記他のロケーションサ
ーバに送信され、前記端末の位置情報を含む位置情報通知メッセージは前記他のロケーシ
ョンサーバから受信される。前記端末のプライバシー情報が公開状態でない場合、前記プ
ロセッサと前記トランシーバモジュールとは連動して、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｓｔｏｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージなしに、Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又はＳｔａｎｄ
ａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅｒメッセージを
選択的に送信する。前記位置情報要求がＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐ
ｏｒｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージの場合、前記端末に関する位置情報要求メッセ
ージは前記他のロケーションサーバに送信され、前記端末の位置情報を含む位置情報通知
メッセージは前記他のロケーションサーバから受信される。前記端末のプライバシー情報
が公開状態でない場合、前記プロセッサと前記トランシーバモジュールとは連動して、Ｔ
ｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
メッセージなしに、Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ又
はＴｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔｏｐ　Ａｎｓｗｅ
ｒメッセージを選択的に送信する。
【００７９】
　前述した実施形態と利点は本発明を制限するものでなく、単なる例示にすぎない。本発
明は、他の形態の装置にも容易に適用できる。本発明の詳細な説明は特許請求の範囲を制
限するものでなく、単なる説明の便宜のためのものである。本発明の属する技術の分野に
おける通常の知識を有する者であれば多様な代案、変更、変形が可能であることを理解で
きるであろう。請求項において、ミーンズプラスファンクションクレーム（ｍｅａｎｓ－
ｐｌｕｓ－ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｃｌａｕｓｅｓ）は列挙された機能を実行するものであり
、ここに記載された構造、構造的同等物だけでなく均等な構造をも含む。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
　本発明の理解を助けるために添付されて本明細書の一部を構成する図面は、明細書と共
に本発明の原理を説明するための本発明の多様な実施形態を示す。
【図１】本発明によるロケーションサービス提供システムの構成を示す図である。
【図２】本発明によるＬＣＳクライアントとロケーションサーバ間の位置情報要求取消方
法を示す図である。
【図３】本発明によるロケーションサーバ間の位置情報要求取消方法を示す図である。
【図４】本発明によるロケーションサービス方法を示す図である。
【図５】本発明の第１実施形態による位置情報要求取消方法を示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態による位置情報要求取消方法を示す図である。
【図７】本発明の第３実施形態による位置情報要求取消方法を示す図である。
【図８】本発明の第４実施形態による位置情報要求取消方法を示す図である。
【図９】本発明によるＸＭＬで実現した位置情報要求取消メッセージを示す図である。
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